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第 １  総 則  

１  趣 旨  

こ の 基 準 は 、 自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 13年 法 律 第 57号 。 以 下 「 運

転 代 行 業 法 」 と い う 。 ） 第 19条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年

法 律 第 105号 。以 下「 法 」と い う 。）第 22条 の ２ 第 １ 項 、第 58条 の ４ 及 び 第 66条 の ２ 第 １ 項 の 規 定

に よ る 指 示 の 運 用 基 準 並 び に 運 転 代 行 業 法 第 19条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 法 第

75条 第 ２ 項 、 法 第 75条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 自 動 車 の 使 用 制 限 の 処 分 を す る 場 合 に お け る 処 分

量 定 の 細 目 基 準 （ 以 下 「 運 用 基 準 等 」 と い う 。 ） を 定 め る も の と す る 。  

２  運 用 基 準 等 の 適 用 範 囲  

こ の 運 用 基 準 等 は 、 読 替 え 後 の 法 第 22条 の ２ 第 １ 項 、 第 58条 の ４ 及 び 第 66条 の ２ 第 １ 項 の 規 定

に よ る 指 示 （ 以 下 「 指 示 」 と い う 。 ） に つ い て 適 用 す る も の と す る 。 こ れ ら の 指 示 は 、 自 動 車 運

転 代 行 業 者 の 業 務 に 関 し て 最 高 速 度 違 反 行 為 等 が 行 わ れ た 場 合 に 行 う も の で あ る が 、 自 動 車 運 転

代 行 業 者 の 業 務 は 、 「 運 転 代 行 業 務 」 と 「 そ の 他 の 業 務 」 に 分 け る も の と す る 。  

３  用 語 の 定 義  

こ の 運 用 基 準 等 に お い て 、 次 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と

す る 。  

(１ ) 指 示 に か か る 使 用 制 限  

法 第 75条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、公 安 委 員 会 が 自 動 車 の 使 用 者 に 対 し て 、自 動 車 を 運 転 し 、

又 は 運 転 さ せ て は な ら な い 旨 を 命 ず る 処 分 を い う 。  

(２ ) 運 転 代 行 業 務  

代 行 運 転 自 動 車 又 は 随 伴 用 自 動 車 を 運 転 す る 業 務 を い う （ 運 転 代 行 業 法 第 ２ 条 第 ４ 項 ） 。  

(３ ) 代 行 運 転 自 動 車  

自 動 車 運 転 代 行 業 を 営 む 者 に よ る 代 行 運 転 役 務 の 対 象 と な っ て い る 自 動 車 を い う （ 運 転 代 行

業 法 第 ２ 条 第 ６ 項 ） 。  

(４ ) 随 伴 用 自 動 車  

自 動 車 運 転 代 行 業 の 用 に 供 さ れ る 自 動 車 の う ち 、 代 行 運 転 自 動 車 の 随 伴 に 用 い ら れ る も の を

い う （ 運 転 代 行 業 法 第 ２ 条 第 ７ 項 ） 。  

(５ ) 自 動 車 運 転 代 行 業 者 の 業 務  

運 転 代 行 業 務 と 一 般 営 業 活 動 等 そ の 他 の 業 務 の 双 方 が 含 ま れ る 。 た だ し 、 自 動 車 運 転 代 行 業

者 の 業 務 と 関 係 な く 車 両 が 使 用 さ れ て い た 場 合 は 除 く 。  

４  指 示 の 対 象 等  

運 転 代 行 業 務 に 関 し て 行 わ れ た 違 反 行 為 に つ い て 、読 替 え 後 の 法 に よ る 指 示 の 対 象 と な る の は 、

次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

(１ ) 代 行 運 転 自 動 車 又 は 随 伴 用 自 動 車 の 運 転 者 が 最 高 速 度 違 反 行 為 を し た 場 合 に お い て 、 当 該

最 高 速 度 違 反 行 為 に 係 る 車 両 に つ き 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 最 高 速 度 違 反 行 為 を 防 止 す る た め 必

要 な 運 行 の 管 理 を 行 っ て い る と 認 め ら れ な い と き （ 読 替 え 後 の 法 第 22条 の ２ 第 １ 項 ） 。  

(２ ) 随 伴 用 自 動 車 に つ き 、 法 第 58条 の ３ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 命 令 （ 過 積 載 車 両 に 係

る 措 置 命 令 ） が さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 命 令 に 係 る 随 伴 用 自 動 車 に つ き 自 動 車 運 転 代 行 業 者



が 当 該 車 両 に 係 る 過 積 載 を 防 止 す る た め 必 要 な 運 行 の 管 理 を 行 っ て い る と 認 め ら れ な い と き

（ 読 替 え 後 の 法 第 58条 の ４ ） 。  

(３ ) 代 行 運 転 自 動 車 又 は 随 伴 用 自 動 車 の 運 転 者 が 過 労 運 転 を し た 場 合 に お い て 、 当 該 過 労 運 転

に 係 る 車 両 に つ き 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 過 労 運 転 を 防 止 す る た め 必 要 な 運 行 の 管 理 を 行 っ て い

る と 認 め ら れ な い と き （ 読 替 え 後 の 法 第 66条 の ２ 第 １ 項 ） 。  

５  指 示 に 係 る 使 用 制 限  

前 ４ (２ )の 指 示 が 行 わ れ た 後 、 当 該 指 示 に 係 る 違 反 行 為 が 行 わ れ た 場 合 は 、 使 用 制 限 の 対 象 と

す る 。  

６  指 示 に 係 る 弁 明 の 機 会 の 付 与  

読 替 え 後 の 法 第 22条 の ２ 第 １ 項 、 第 58条 の ４ 又 は 第 66条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 示 は 、 行 政

手 続 法 （ 平 成 ５ 年 法 律 第 88号 ） 上 の 不 利 益 処 分 に 当 た る こ と か ら 、 同 法 第 13条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規

定 に よ る 弁 明 の 機 会 の 付 与 の 手 続 を 執 る も の と す る 。  

な お 、 弁 明 の 機 会 の 付 与 に 当 た っ て は 、 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ６ 年 国

家 公 安 委 員 会 規 則 第 26号 ） に 定 め る と こ ろ に よ る と と も に 、 予 想 さ れ る 指 示 内 容 を 具 体 的 に 示 す

こ と に よ り 、 不 利 益 処 分 の 内 容 を 明 ら か に す る こ と 。  

第 ２  指 示 の 運 用 基 準  

１  最 高 速 度 違 反 行 為 に 係 る 指 示 の 運 用 基 準  

(１ ) 最 高 速 度 違 反 行 為 に 係 る 指 示 は 、 運 転 代 行 業 務 に 関 し 最 高 速 度 違 反 行 為 が 行 わ れ た 場 合 に

お い て 、 次 の ア か ら カ ま で の い ず れ か の 要 件 に 該 当 し 、  

○  当 該 自 動 車 の 運 転 者 に 対 し て 最 高 速 度 違 反 行 為 を 防 止 す る た め の 指 導 ・ 監 督 又 は 交 通 安 全

教 育 が 適 切 に 行 わ れ て い な い 。  

○  当 該 自 動 車 に よ る 運 行 に つ い て 、 最 高 速 度 違 反 行 為 が 行 わ れ て い な い か ど う か 的 確 に 把 握

さ れ て い な い 。  

○  顧 客 か ら 運 転 代 行 の 依 頼 を 受 け た 際 の 配 車 指 示 等 が 、 最 高 速 度 違 反 行 為 の 防 止 に 留 意 し た

も の と な っ て い な い 。  

な ど 当 該 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 当 該 自 動 車 に つ き 、 最 高 速 度 違 反 行 為 を 防 止 す る た め に 必 要 な

運 行 の 管 理 を 行 っ て い る と 認 め ら れ な い と き に 限 り 行 う も の と す る 。  

ア  自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 そ の 業 務 に 関 し て 使 用 す る 車 両 に つ い て 、 過 去 １ 年 以 内 に ２ 回 以

上 の 最 高 速 度 違 反 行 為 が 行 わ れ て い た と き 。  

イ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 又 は そ の 安 全 運 転 管 理 者 等 が 、 当 該 運 転 者 に 対 し て 、 当 該 自 動 車 運 転

代 行 業 者 の 業 務 に 関 し て 当 該 最 高 速 度 違 反 行 為 を す る こ と を 命 じ 、 若 し く は 、 当 該 運 転 者 が

当 該 自 動 車 運 転 代 行 業 者 の 業 務 に 関 し て 最 高 速 度 違 反 行 為 を す る こ と を 容 認 し て い た 場 合 又

は こ れ に 準 ず る よ う な 事 情 が あ る と き 。  

ウ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 又 は そ の 安 全 運 転 管 理 者 等 が 、 当 該 運 転 者 に 対 し て 、 当 該 自 動 車 運 転

代 行 業 者 の 業 務 に 関 し て 最 高 速 度 違 反 行 為 を す る こ と を 誘 発 す る よ う な 行 為 を し て い た と き 。 

エ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 そ の 業 務 に 関 し て 使 用 す る 車 両 の 運 転 に つ い て 、 過 去 １ 年 以 内 に

最 高 速 度 違 反 行 為 に 係 る 指 示 （ 運 転 代 行 業 務 中 の 最 高 速 度 違 反 行 為 に 係 る 指 示 を 除 く 。 ） を

受 け た 者 で あ る と き 。  

オ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 そ の 業 務 に 関 し て 使 用 す る 車 両 の 運 転 に つ い て 、 過 去 １ 年 以 内 に

法 第 75条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 下 命・容 認 に 係 る 使 用 制 限（ 以 下「 下 命・容 認 に 係 る 使 用 制 限 」

と い う 。 最 高 速 度 違 反 行 為 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 指 示 に 係 る 使 用 制 限 （ 最 高 速 度 違 反 行

為 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 受 け た 者 で あ る と き 。  

カ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 過 去 １ 年 以 内 に 最 高 速 度 違 反 行 為 に 係 る 指 示 に 違 反 し た と し て 、 運

転 代 行 業 法 第 23条 第 １ 項 等 の 規 定 に よ り 、 営 業 の 停 止 を 命 令 さ れ た 者 で あ る と き 。  

(２ ) 前 (１ )に か か わ ら ず 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 指 示 を 行 わ な い も の と す る 。  

ア  前 (１ )の ア か ら カ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な る 最 高 速 度 違 反 行 為 に つ い て 、 運 転

代 行 業 法 第 22条 第 １ 項 等 の 規 定 に よ る 指 示 又 は 同 法 第 23条 第 １ 項 等 の 規 定 に よ る 営 業 停 止 命

令 を 行 う こ と と な る と き 。  

イ  指 示 の 対 象 と な る べ き 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 運 転 代 行 業 務 に 関 し 過 去 １ 年 以 内 に 最 高 速

度 違 反 行 為 に 係 る 指 示 を 受 け た 者 で あ る と き（ 当 該 指 示 が 現 に 効 力 を 有 す る 場 合 に 限 る 。）。  



(３ ) 指 示 の 内 容  

運 転 代 行 業 務 に 関 し 行 わ れ た 違 反 に つ い て 指 示 を 行 う 場 合 に は 、 指 示 に 係 る 自 動 車 を 個 別 に

特 定 す る こ と な く 、 運 転 代 行 業 務 全 般 に 関 し て 最 高 速 度 違 反 行 為 を 防 止 す る た め 必 要 な 措 置 を

執 る こ と を 指 示 す る も の と す る 。 ま た 、 当 該 指 示 に お い て は 、 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 講 ず べ き

措 置 を で き る だ け 明 確 か つ 具 体 的 に 示 す よ う に 努 め る も の と す る 。  

(４ ) 指 示 の 方 法  

指 示 は 、 理 由 を 付 し た 文 書 を 交 付 し て 行 う も の と し 、 様 式 に つ い て は 、 「 最 高 速 度 違 反 行 為

及 び 過 労 運 転 に 係 る 指 示 、使 用 制 限 に 関 す る 事 務 処 理 要 領 の 制 定 に つ い て 」（ 平 成 10年 例 規（ 交

指 ）第 24号 ）（ 以 下「 最 高 速 度 違 反 行 為 等 の 事 務 処 理 要 領 」と い う 。）の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(５ ) 留 意 事 項  

ア  前 記 (１ )か ら (４ )ま で が 適 用 さ れ る の は 、 運 転 代 行 業 務 に 関 し て 行 わ れ た 最 高 速 度 違 反 行

為 に 係 わ る 指 示 で あ る こ と か ら 、 運 転 代 行 業 務 以 外 の 自 動 車 運 転 代 行 業 者 の 業 務 に 関 し て 行

わ れ た 最 高 速 度 違 反 行 為 に 係 る 指 示 に つ い て は 、 次 記 ４ に よ る こ と 。  

イ  運 転 者 が 自 動 車 運 転 代 行 業 者 で あ る 場 合 に お い て も 、 そ の 運 転 代 行 業 務 に 関 し て 行 わ れ た

最 高 速 度 違 反 行 為 は 、 前 (１ )か ら (４ )ま で に 定 め る 基 準 に よ り 指 示 の 対 象 と な る こ と 。  

ウ  指 示 の 内 容 の 確 定 に 当 た っ て は 、 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 最 高 速 度 違 反 行 為 を 防 止 す る た め

に 講 じ て い る 措 置 の 内 容 等 を 確 認 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 法 第 75条 の ２ の ２ 第 ２ 項 の 規

定 に よ る 報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 要 求 す る な ど に よ り 疑 問 点 の 解 明 に 努 め 、 指 示 の 内 容 が 適 正

か つ 効 果 的 な も の と な る よ う に 配 意 す る こ と 。  

エ  指 示 の 発 出 に 当 た っ て は 、 交 通 部 交 通 指 導 課 （ 以 下 「 交 通 指 導 課 」 と い う 。 ） と 交 通 部 交

通 総 務 課 （ 以 下 「 交 通 総 務 課 」 と い う 。 ） と の 間 で 十 分 な 協 議 を 行 う こ と 。  

(６ ) 指 示 発 出 後 の 手 続  

ア  交 通 部 交 通 指 導 課 長 （ 以 下 「 交 通 指 導 課 長 」 と い う 。 ） は 、 指 示 を 発 出 し た 場 合 、 そ の 旨

及 び 内 容 を 交 通 部 交 通 総 務 課 長 （ 以 下 「 交 通 総 務 課 長 」 と い う 。 ） に 通 知 す る も の と す る 。  

イ  交 通 指 導 課 長 は 、 指 示 を 発 出 し た 後 に 当 該 指 示 を 受 け た 自 動 車 運 転 代 行 業 者 の 運 転 代 行 業

務 に 関 し 最 高 速 度 違 反 行 為 が 行 わ れ た 場 合 、 そ の 旨 及 び 内 容 を 交 通 総 務 課 長 に 通 知 す る も の

と す る 。  

２  過 積 載 運 転 行 為 に 係 る 指 示 の 運 用 基 準  

(１ ) 過 積 載 運 転 行 為 （ 法 第 58条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 「 過 積 載 」 を し て 車 両 を 運 転 す る 行 為 を

い う 。 ） に 係 る 指 示 は 、 随 伴 用 自 動 車 に つ い て 過 積 載 運 転 行 為 が 行 わ れ 、 当 該 運 転 者 に 法 第 58

条 の ３ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 命 令 （ 以 下 「 措 置 命 令 」 と い う 。 ） が さ れ た 場 合 に お い

て 、 次 の い ず れ か に 該 当 し て い る と き に 限 り 行 う も の と す る 。  

ア  自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 使 用 す る 車 両 に つ い て 、 過 去 １ 年 以 内 に １ 回 以 上 過 積 載 運 転 行 為 が

行 わ れ 、 当 該 車 両 に つ き 措 置 命 令 が さ れ て い た と き 。  

イ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 又 は そ の 安 全 運 転 管 理 者 等 が 、 当 該 運 転 者 に 当 該 過 積 載 運 転 行 為 を す

る こ と を 命 じ 、 若 し く は 当 該 運 転 者 が 当 該 過 積 載 運 転 行 為 を す る こ と を 容 認 し て い た 場 合 又

は こ れ に 準 ず る よ う な 事 情 が あ る と き 。  

ウ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 又 は そ の 安 全 運 転 管 理 者 等 が 、 当 該 運 転 者 に 当 該 過 積 載 運 転 行 為 を す

る こ と を 誘 発 す る よ う な 行 為 を し て い た と き 。  

エ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 そ の 使 用 す る 車 両 の 運 転 に つ い て 、 過 去 １ 年 以 内 に 過 積 載 運 転 行

為 に 係 る 指 示 を 受 け た 者 で あ る と き 。  

オ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 そ の 使 用 す る 車 両 の 運 転 に つ い て 、 過 去 １ 年 以 内 に 下 命 ・ 容 認 に

係 る 使 用 制 限 （ 過 積 載 運 転 行 為 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 指 示 に 係 る 使 用 制 限 （ 過 積 載 運 転

行 為 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 受 け た 者 で あ る と き 。  

(２ ) 前 (１ )に か か わ ら ず 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 指 示 を 行 わ な い も の と す る 。  

ア  前 (１ )の ア か ら オ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な る 過 積 載 運 転 行 為 に つ い て 、 下 命 ・

容 認 に 係 る 使 用 制 限 又 は 指 示 に 係 る 使 用 制 限 を す る こ と と な る と き 。  

イ  前 (１ )の ア か ら オ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な る 過 積 載 運 転 行 為 に 係 る 車 両 が 、 過

去 １ 年 以 内 に 過 積 載 運 転 行 為 に 係 る 指 示 を 受 け た 自 動 車 運 転 代 行 業 者 の 当 該 指 示 に 係 る 車 両

で あ る と き （ 当 該 指 示 が 現 に 効 力 を 有 す る 場 合 に 限 る 。 ） 。  



(３ ) 指 示 の 内 容  

指 示 の 内 容 は 、 過 積 載 運 転 行 為 に 係 る 自 動 車 を 特 定 し 、 当 該 自 動 車 の 使 用 の 態 様 に 応 じ て 、

自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 講 ず べ き 措 置 を で き る だ け 具 体 的 に 示 す よ う に 努 め る も の と す る 。  

(４ ) 指 示 の 方 法  

指 示 は 、理 由 を 付 し た 文 書 を 交 付 し て 行 う も の と し 、様 式 に つ い て は 、「 過 積 載 に 係 る 指 示 、

自 動 車 の 使 用 制 限 等 に 関 す る 事 務 処 理 要 領 の 制 定 に つ い て 」 （ 平 成 ７ 年 例 規 （ 交 指 ） 第 ７ 号 ）

の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(５ ) 留 意 事 項  

ア  運 転 代 行 業 務 に 関 し 行 わ れ る 過 積 載 運 転 行 為 の う ち 、 指 示 の 対 象 と な る の は 、 随 伴 用 自 動

車 を 運 転 す る 業 務 に 関 し て 行 わ れ る も の に 限 ら れ る 。 運 転 代 行 業 務 以 外 の 業 務 に 関 し て 行 わ

れ た 過 積 載 運 転 行 為 に 係 る 指 示 に つ い て は 、 次 記 ４ に よ る こ と 。  

イ  運 転 者 が 自 動 車 運 転 代 行 業 者 で あ る 場 合 に お い て も 、 そ の 運 転 代 行 業 務 の う ち 随 伴 用 自 動

車 を 運 転 す る 業 務 に 関 し て 行 わ れ た 過 積 載 運 転 行 為 に つ い て は 、 前 記 (１ )か ら (４ )ま で に 定

め る 基 準 に よ り 、 指 示 の 対 象 と な る こ と 。  

ウ  指 示 の 内 容 の 確 定 に 当 た っ て は 、 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 過 積 載 運 転 行 為 を 防 止 す る た め に

講 じ て い る 措 置 の 内 容 等 を 確 認 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 、 法 第 75条 の ２ の ２ 第 ２ 項 の 規

定 に よ る 報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 要 求 す る な ど 疑 問 点 の 解 明 に 努 め る こ と 。  

エ  指 示 発 出 後 １ 年 以 内 に 、 当 該 指 示 に 係 る 車 両 が 過 積 載 運 転 行 為 を 行 っ た 場 合 、 読 替 え 後 の

法 第 75条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 自 動 車 の 使 用 制 限 の 理 由 と な る 。一 方 、指 示 に 違 反 し て も 、

運 転 代 行 業 法 に よ る 営 業 停 止 処 分 の 対 象 と は な ら な い こ と に 留 意 す る こ と 。  

３  過 労 運 転 に 係 る 指 示 の 運 用 基 準  

(１ ) 過 労 運 転 （ 法 第 66条 の 規 定 に 違 反 し て 過 労 に よ り 正 常 な 運 転 が で き な い お そ れ が あ る 状 態

で 車 両 を 運 転 す る 行 為 を い う 。 ） に 係 る 指 示 は 、 運 転 代 行 業 務 に 関 し 過 労 運 転 が 行 わ れ た 場 合

に お い て 、 次 の ア か ら カ ま で の い ず れ か の 要 件 に 該 当 し 、  

○  当 該 自 動 車 の 運 転 者 に 対 し て 過 労 運 転 を 防 止 す る た め の 指 導 ・ 監 督 又 は 交 通 安 全 教 育 が 適

切 に 行 わ れ て い な い 。  

○  当 該 自 動 車 に よ る 運 行 に つ い て 、 過 労 運 転 が 行 わ れ て い な い か ど う か 的 確 に 把 握 さ れ て い

な い 。  

○  当 該 自 動 車 の 運 転 者 に 対 し て 運 行 前 の 点 呼 等 に よ り 過 労 運 転 と な る お そ れ の あ る 状 態 で 自

動 車 を 運 転 さ せ な い よ う に す る た め の 措 置 が 的 確 に 行 わ れ て い な い 。  

○  顧 客 か ら 運 転 代 行 の 依 頼 を 受 け た 際 の 配 車 指 示 等 が 、 過 労 運 転 の 防 止 に 留 意 し た も の と な

っ て い な い 。  

な ど 当 該 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 当 該 自 動 車 に つ き 過 労 運 転 を 防 止 す る た め に 必 要 な 運 行 の 管 理

を 行 っ て い る と 認 め ら れ な い と き に 限 り 行 う も の と す る 。  

ア  自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 そ の 業 務 に 関 し て 使 用 す る 車 両 に つ い て 、 過 去 １ 年 以 内 に １ 回 以

上 の 過 労 運 転 が 行 わ れ て い た と き 。  

イ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 又 は そ の 安 全 運 転 管 理 者 等 が 、 当 該 運 転 者 に 対 し て 、 当 該 自 動 車 運 転

代 行 業 者 の 業 務 に 関 し て 過 労 運 転 を す る こ と を 命 じ 、 若 し く は 当 該 運 転 者 が 当 該 自 動 車 運 転

代 行 業 者 の 業 務 に 関 し て 過 労 運 転 を す る こ と を 容 認 し て い た 場 合 又 は こ れ に 準 ず る よ う な 事

情 が あ る と き 。  

ウ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 又 は そ の 安 全 運 転 管 理 者 等 が 、 当 該 運 転 者 に 対 し て 、 当 該 自 動 車 運 転

代 行 業 者 の 業 務 に 関 し て 過 労 運 転 を す る こ と を 誘 発 す る よ う な 行 為 を し て い た と き 。  

エ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 そ の 業 務 に 関 し て 使 用 す る 車 両 の 運 転 に つ い て 、 過 去 １ 年 以 内 に

過 労 運 転 に 係 る 指 示 （ 運 転 代 行 業 務 に 関 し 行 わ れ た 違 反 に 係 る 指 示 を 除 く 。 ） を 受 け た 者 で

あ る と き 。  

オ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 そ の 業 務 に 関 し て 使 用 す る 車 両 の 運 転 に つ い て 、 過 去 １ 年 以 内 に

下 命 ・ 容 認 に 係 る 使 用 制 限 （ 過 労 運 転 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 指 示 に 係 る 使 用 制 限 （ 過 労

運 転 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 受 け た 者 で あ る と き 。  

カ  自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 過 去 １ 年 以 内 に 、 過 労 運 転 に 係 る 指 示 に 違 反 し た と し て 、 運 転 代

行 業 法 第 23条 第 １ 項 等 の 規 定 に よ り 、 営 業 の 停 止 を 命 令 さ れ た 者 で あ る と き 。  



(２ ) 前 (１ )に か か わ ら ず 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 指 示 を 行 わ な い も の と す る 。  

ア  前 (１ )の ア か ら カ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な る 過 労 運 転 に つ い て 、 運 転 代 行 業 法

第 22条 第 １ 項 等 の 規 定 に よ る 指 示 又 は 同 法 第 23条 第 １ 項 等 の 規 定 に よ る 営 業 停 止 命 令 を 行 う

こ と と な る と き 。  

イ  指 示 の 対 象 と な る べ き 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 運 転 代 行 業 務 に 関 し 過 去 １ 年 以 内 に 過 労 運

転 に 係 る 指 示 を 受 け た 者 で あ る と き （ 当 該 指 示 が 現 に 効 力 を 有 す る 場 合 に 限 る 。 ） 。  

(３ ) 指 示 の 内 容  

運 転 代 行 業 務 に 関 し 行 わ れ た 違 反 に 係 る 指 示 を 行 う 場 合 に は 、 指 示 に 係 る 自 動 車 を 特 定 す る

こ と な く 、 運 転 代 行 業 務 全 般 に 関 し て 過 労 運 転 を 防 止 す る た め 必 要 な 措 置 を 執 る こ と を 指 示 す

る も の と す る 。 ま た 、 当 該 指 示 に お い て は 、 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 講 ず べ き 措 置 を で き る だ け

明 確 か つ 具 体 的 に 示 す も の と す る 。  

(４ ) 指 示 の 方 法  

指 示 は 、 理 由 を 付 し た 文 書 を 交 付 し て 行 う も の と し 、 様 式 に つ い て は 、 最 高 速 度 違 反 行 為 等

の 事 務 処 理 要 領 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(５ ) 留 意 事 項  

ア  前 記 (１ )か ら (４ )ま で が 適 用 さ れ る の は 、 運 転 代 行 業 務 に 関 し 行 わ れ た 過 労 運 転 に 係 る 指

示 で あ る 。 運 転 代 行 業 務 以 外 の 自 動 車 運 転 代 行 業 者 の 業 務 に 関 し て 行 わ れ た 過 労 運 転 に 係 る

指 示 に つ い て は 、 次 記 ４ に よ る こ と 。  

イ  運 転 者 が 自 動 車 運 転 代 行 業 者 で あ る 場 合 に お い て も 、 そ の 運 転 代 行 業 務 に 関 し 行 わ れ た 過

労 運 転 は 、 前 記 (１ )か ら (４ )ま で に 定 め る 基 準 に よ り 、 指 示 の 対 象 と な る こ と 。  

ウ  指 示 内 容 の 確 定 に 当 た っ て は 、 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 過 労 運 転 を 防 止 す る た め に 講 じ て い

る 措 置 の 内 容 等 を 確 認 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 、 法 第 75条 の ２ の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 要 求 す る な ど に よ り 疑 問 点 の 解 明 に 努 め 、 指 示 の 内 容 が 適 正 か つ 効 果

的 な も の と な る よ う に 配 意 す る こ と 。  

エ  指 示 の 発 出 に 当 た っ て は 、 交 通 指 導 課 と 交 通 総 務 課 と の 間 で 十 分 な 協 議 を 行 う こ と 。  

(６ ) 指 示 発 出 後 の 手 続  

ア  交 通 指 導 課 長 は 、 指 示 を 発 出 し た 場 合 、 そ の 旨 及 び そ の 内 容 を 交 通 総 務 課 長 に 通 知 す る も

の と す る 。  

イ  交 通 指 導 課 長 は 、 指 示 を 発 出 し た 後 に 当 該 指 示 を 受 け た 自 動 車 運 転 代 行 業 者 の 運 転 代 行 業

務 に 関 し 過 労 運 転 が 行 わ れ た 場 合 、 そ の 旨 及 び そ の 内 容 を 交 通 総 務 課 長 に 通 知 す る も の と す

る 。  

４  「 そ の 他 の 業 務 」 に 関 し て 行 わ れ た 違 反 に 係 る 指 示  

自 動 車 運 転 代 行 業 者 の 業 務 の う ち 運 転 代 行 業 務 以 外 の も の に 関 し て 行 わ れ た 最 高 速 度 違 反 行 為 、

過 積 載 運 転 行 為 又 は 過 労 運 転 に 係 る 読 替 え 後 の 法 第 22条 の ２ 第 １ 項 、 第 58条 の ４ 又 は 第 66条 の ２

第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 示 に つ い て は 、 運 転 者 が 自 動 車 運 転 代 行 業 者 以 外 の 者 で あ る 場 合 に の み 、

「 最 高 速 度 違 反 行 為 等 に 係 る 指 示 の 運 用 基 準 及 び 当 該 指 示 に 係 る 自 動 車 の 使 用 制 限 に 係 る 処 分 量

定 の 細 目 基 準 の 制 定 に つ い て 」 （ 平 成 14年 例 規 （ 交 指 ） 第 26号 ） （ 以 下 「 最 高 速 度 違 反 行 為 等 の

運 用 基 準 等 」 と い う 。 ） に 定 め る 基 準 に 必 要 な 読 替 え を 行 っ た 上 で 適 用 し て 行 う も の と す る 。  

第 ３  読 替 え 後 の 法 第 75条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 自 動 車 等 の 使 用 制 限 の 運 用 及 び 処 分 量 定 の 細 目 基 準  

１  使 用 制 限 の 対 象  

(１ ) 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 使 用 す る 自 動 車 に つ い て 、 読 替 え 後 の 法 第 75条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

自 動 車 の 使 用 制 限 の 対 象 と な る の は 、 自 動 車 運 転 代 行 業 者 又 は そ の 安 全 運 転 管 理 者 等 が 、 そ の

自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 に 関 し 、 自 動 車 の 運 転 者 に 対 し て 、 無 免 許 運 転 、 最 高 速 度 違 反 行 為 、

酒 気 帯 び 運 転 、 過 労 運 転 、 無 資 格 運 転 、 過 積 載 運 転 行 為 又 は 駐 停 車 違 反 行 為 を 行 う こ と を 下 命

し 、 又 は こ れ ら の 行 為 を 容 認 し た 場 合 で 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。  

ア  随 伴 用 自 動 車 の 運 転 者 が 、 無 資 格 運 転 又 は 過 積 載 運 転 行 為 を し た と き 。  

イ  随 伴 用 自 動 車 以 外 の 運 転 代 行 業 の 用 に 供 さ れ る 自 動 車 の 運 転 者 が 、 無 免 許 運 転 、 最 高 速 度

違 反 行 為 、酒 気 帯 び 運 転 、過 労 運 転 、無 資 格 運 転 、過 積 載 運 転 行 為 又 は 放 置 行 為 を し た と き 。  

(２ ) 代 行 運 転 自 動 車 及 び 随 伴 用 自 動 車 に つ い て は 、 自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 、 そ の 運 転 者 に 対 し

て 、 無 免 許 運 転 、 最 高 速 度 違 反 行 為 、 酒 気 帯 び 運 転 、 過 労 運 転 又 は 駐 停 車 違 反 行 為 を 行 う こ と



を 下 命 し 、 又 は こ れ ら の 行 為 を 容 認 し た 場 合 で も 、 使 用 制 限 の 対 象 と は な ら な い 。  

た だ し 、 こ の 場 合 、 読 替 え 後 の 法 第 117条 の ２ 第 ２ 号 等 の 規 定 に よ る 処 罰 の 対 象 と な る ほ か 、

運 転 代 行 業 法 第 22条 第 １ 項 等 の 規 定 に よ る 指 示 の 対 象 と な る 。  

２  処 分 公 安 委 員 会  

読 替 え 後 の 法 第 75条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 使 用 制 限 を 命 ず る の は 、 自 動 車 運 転 代 行 業 者 の 主 た る

営 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 公 安 委 員 会 で あ る 。  

３  使 用 制 限 の 運 用 及 び 処 分 量 定 の 細 目 基 準  

前 記 １ 及 び ２ の ほ か 、 読 替 え 後 の 法 第 75条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 使 用 制 限 の 運 用 及 び 処 分 量 定 の

基 準 に つ い て は 、 「 自 動 車 の 使 用 制 限 に 係 る 処 分 量 定 の 細 目 基 準 の 制 定 に つ い て 」 （ 平 成 12年 例

規 （ 交 指 ） 第 42号 ） に 定 め る 基 準 に 必 要 な 読 替 え を 行 っ た 上 で 適 用 し て 行 う も の と す る 。  

第 ４  読 替 え 後 の 法 第 75条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 自 動 車 の 使 用 制 限 の 運 用 及 び 処 分 量 定 の 細 目 基 準  

１  使 用 制 限 の 対 象  

自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 使 用 す る 自 動 車 に つ い て 、 読 替 え 後 の 法 第 75条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る

自 動 車 の 使 用 制 限 の 対 象 と な る の は 、 随 伴 用 自 動 車 に つ い て 、 過 積 載 運 転 行 為 に 係 る 指 示 の 後 １

年 以 内 に 過 積 載 運 転 行 為 が 行 わ れ た 場 合 又 は 随 伴 用 自 動 車 以 外 の 自 動 車 運 転 代 行 業 の 用 に 供 さ れ

る 自 動 車 に つ い て 指 示 が 行 わ れ た 後 １ 年 以 内 に 当 該 指 示 に 係 る 違 反 行 為 と 同 種 の 違 反 行 為 が 行 わ

れ た 場 合 に 限 ら れ る 。  

２  処 分 公 安 委 員 会  

読 替 え 後 の 法 第 75条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 使 用 制 限 を 命 ず る の は 、 自 動 車 運 転 代 行 業 の 主 た

る 営 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 公 安 委 員 会 で あ る 。  

３  使 用 制 限 の 運 用 及 び 処 分 量 定 の 基 準  

前 記 １ 及 び ２ の ほ か 、 読 替 え 後 の 法 第 75条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 使 用 制 限 の 運 用 及 び 処 分 量

定 の 基 準 に つ い て は 、 最 高 速 度 違 反 行 為 等 の 運 用 基 準 等 に 定 め る 基 準 に 必 要 な 読 替 え を 行 っ た 上

で 適 用 し て 行 う も の と す る 。  

第 ５  読 替 え 後 の 法 第 75条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 車 両 の 使 用 制 限 の 運 用 及 び 処 分 量 定 の 細 目 基 準  

１  使 用 制 限 の 対 象  

自 動 車 運 転 代 行 業 者 が 使 用 す る 車 両 に つ い て 、 読 替 え 後 の 法 第 75条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 車

両 の 使 用 制 限 の 対 象 と な る の は 、 代 行 運 転 自 動 車 又 は 随 伴 用 自 動 車 以 外 の 自 動 車 運 転 代 行 業 の 用

に 供 さ れ る 車 両 に 限 ら れ る 。  

２  読 替 え 後 の 法 第 75条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 車 両 の 使 用 制 限 を 命 ず る の は 、 自 動 車 運 転 代 行 業

者 の 主 た る 営 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 公 安 委 員 会 で あ る 。  

３  事 務 処 理 要 領 等  

前 記 １ 及 び ２ の ほ か 、 読 替 え 後 の 法 第 75条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 車 両 の 使 用 制 限 命 令 に 係 る

処 分 基 準 該 当 性 判 断 に 当 た っ て の 留 意 事 項 及 び 処 分 量 定 の 細 目 基 準 並 び に 事 務 処 理 要 領 に つ い て

は 、 「 放 置 駐 車 違 反 車 両 の 使 用 制 限 に 関 す る 事 務 処 理 要 領 の 制 定 に つ い て 」 （ 平 成 18年 例 規 （ 交

指 ） 第 25号 ） に 必 要 な 読 替 え を 行 っ た 上 で 適 用 し て 行 う も の と す る 。  


